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1時
間
ご
と
の
料
金
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衛
生
管
理
費

傷
害
賠
償
保
険

出
張
交
通
費
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左
記
以
外
の
時
間

出
張
交
通
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害
保
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買
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代
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以
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鍵
預
か
り
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A
仙
台
市

¥2
00

¥1
00

¥3
,1
00

¥3
,6
30

¥4
,5
38

¥0

1人
に
つ
き

¥1
00

/月
¥5

50
/回

¥5
50

/月

B
名
取
市
・
多
賀
城
市
・
利
府
町
・
富
谷
市

¥1
,1
00

C
塩
竃
市
・
七
ヶ
浜
町
・
松
島
町
・
岩
沼
市
・
村
田
町
・
川
崎
町

¥4
,4
00

D
大
和
町
・
大
衡
町
・
大
郷
町
・
亘
理
町
・
柴
田
町

¥5
,5
00

E
色
麻
町
・
大
河
原
町
・
蔵
王
町
・
角
田
市
・
山
元
町

¥6
,6
00

F
大
崎
市
・
美
里
町
・
東
松
島
市

¥7
,7
00

G
加
美
町
・
涌
谷
町
・
石
巻
市
・
丸
森
町
・
白
石
市

¥8
,8
00

H
登
米
市
・
栗
原
市
・
女
川
町
・
七
ヶ
宿
町

¥1
3,
20

0

I
南
三
陸
町

¥1
7,
60

0

J
気
仙
沼
市

¥2
5,
20

0

延
長

料
金
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キ
ャ
ン
セ
ル
規
定

訪
問
日
の
1週

間
前
ま
で

無
料

訪
問
日
の
6~

3日
前

利
用
料
の
50

%

訪
問
日
の
2日

～
24

時
間
前

利
用
料
の
10

0%

訪
問
24

時
間
以
内
・
無
断
キ
ャ

ン
セ
ル

利
用
料
の
10

0%
＋
出
張
費

※
た
だ
し
、
キ
ャ
ン
セ
ル
連
絡
時
に
次
回
予
約
の
場
合
は
、
支

払
っ
た
キ
ャ
ン
セ
ル
料
の
金
額
か
ら
50

%
を
次
回
利
用
料
に
繰

り
越
し
可
能
。（

出
張
費
は
繰
越
不
可
）

F
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m
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y

 S
it

t
e
r
 仙

台
 キ

ャ
ン

セ
ル

料
金

表
・

延
長

料
金

規
定

※
キ
ャ
ン
セ
ル
料
は
翌
月
の
請
求
に
含
め
て
ご
請
求
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

延
長
料
金
規
定

1.
予
約
時
間
の
設
定

利
用
者
は
、
本
サ
ー
ビ
ス
を
予
約
す
る
際
、
所
要
時
間
を
15

分
単
位
で
指

定
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

  2
. 当

日
超
過
時
の
料
金

予
約
当
日
に
利
用
者
の
都
合
に
よ
り
予
約
時
間
を
超
過
し
た
場
合
、
超
過

が
1時

間
以
内
で
あ
っ
て
も
、
1時

間
分
の
延
長
料
金
を
請
求
で
き
る
も
の

と
し
ま
す
。

  3
.料

金
設
定
の
根
拠

当
社
ス
タ
ッ
フ
は
原
則
と
し
て
1日

2件
の
訪
問
業
務
を
担
当
し
、
訪
問
先

間
の
移
動
時
間
を
約
1時

間
と
想
定
し
て
い
ま
す
。
急
な
時
間
超
過
が
後

続
の
訪
問
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
前
項

の
料
金
設
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
ま
す
。　

　
4.
延
長
希
望
連
絡

予
約
時
間
の
変
更
ま
た
は
延
長
を
希
望
す
る
場
合
、
利
用
者
は
速
や
か
に

当
社
へ
連
絡
し
、
当
社
の
承
諾
を
得
る
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
当
社

が
承
諾
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
第
2項

の
料
金
体
系
が
適
用
さ
れ
る
も

の
と
し
ま
す
。

　
5.
料
金
表
の
適
用
　

延
長
料
金
の
金
額
お
よ
び
支
払
方
法
等
の
詳
細
は
、
別
途
当
社
が
定
め
る

「
料
金
表
」
に
従
う
も
の
と
し
ま
す
。

別
表
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